
第
二

章
　
三
多
摩
分
離
問
題

第
一

節
　
三
多
摩
地
域
移
管
の

基
本
要
綱

一

五
〇

　
神
奈
川
県
下
西
北
南
多
摩
三
郡
の

東
京
府
管
轄

替
の

要
領

神
奈
川
県
下
西
北
南
多
摩
ノ

三
郡
ヲ

東
京
府
管
轄
ニ

更
替
ス

ル

ノ

要
領

此
更
替
ヲ

促
ス

原
因
一

ニ

シ

テ
足
ラ
ズ

ト
雖
ト
モ

主
ト
シ

テ
此
議
ノ

起
リ
タ
ル

ハ

多
摩
川
上
水
々

路
ノ

便
益
ニ

関
ス

ル

モ

ノ

是
ナ
リ
抑
モ

東
京
市
街
飲
用
供
給

ノ

第
一

タ
ル

玉
川
上
水
ハ

源
流
遠
ク

山
梨
県
甲
斐
国
北
都
留
東
山
梨
両
郡
并
神

奈
川
県
下
武
蔵
国
西
多
摩
郡
ニ

発
シ

同
県
北
多
摩
郡
ヲ

貫
通
シ

テ
東
京
ニ

入
ル

其
延
長
凡
廿
七
里
ト
ス

夫
レ

東
京
ノ

地
タ
ル

輦
轂
ノ

下
百
貨
ノ

輳
ル

所
百
有
余

万
市
民
ノ

生
息
ス

ル

大
都
会
ニ

シ

テ
今
ヤ

世
ノ

進
運
ニ

随
ヒ

生
活
上
最
モ

必
要

ナ
ル

水
道
改
良
事
業
ニ

着
手
シ

日
ヲ

追
テ
其
歩
ヲ

進
ム

ル

ニ

当
リ
深
ク
将
来
ヲ

慮
リ
之
カ

経
画
ヲ

要
ス

ル

モ

ノ
ハ

水
源
涵
養
如
何
ト
水
路
取
締
如
何
ニ

在
リ
其

ノ

次
ハ

人
民
関
係
上
ノ

便
利
ヲ

得
ル

ト

往
来
交
通
物
貨
運
輸
上
ノ

捷
路
ヲ

開
ク

ニ

存
セ

リ
請
フ

是
ヨ

リ
其
得
失
ノ

在
ル

所
ヲ

略
陳
セ

ン

水
源
涵
養
ノ

事
タ
ル

方
今
最
モ

急
務
中
ノ

急
務
ニ

属
セ

リ
何
ト
ナ

レ

ハ

水
量
ノ

需
用
日
々

ニ

多
キ
ヲ

加
フ

ル

ア
ル

ニ

之
カ

水
源
ハ

次
第
ニ

涸
渇
シ

水
量
ハ

弥
々

減
殺
ス

ル

ノ

実
ア
リ
従
来
此
ノ

上
水
々

量
ハ

羽
村
堰
入
口

ノ

平
量
毎
秒
時
四
百

四
十
一

立
方
尺
ニ

シ

テ
上
水
路
ヲ

経
テ

本
市
ニ

達
シ

其
残
余
ハ

上
水
路
左
右
十

九
ケ
所
ニ

分
水
シ

五
郡
五
十
余
ケ
村
ニ

供
セ

リ
今
回
水
道
改
良
ノ

設
計
モ

亦
之

ニ

標
準
ス

然
ル

ニ

近
年
減
水
甚
シ

ク
独
リ
定
量
ヲ

得
難
キ
ノ

ミ

ナ
ラ
ズ

明
治
二

十
一

年
二

月
ノ

如
キ
ハ

多
摩
川
本
流
ニ

シ

テ
僅
々

百
八
十
立
方
尺
即
チ
上
水
平

量
ノ

半
ハ

ニ

モ

及
バ

サ
リ
シ
コ

ト
ア
リ
又
客
年
春
季
ノ

如
キ
モ

定
量
二

分
ノ
一

マ

テ

減
少
セ

シ

コ

ト

ア
リ
水
源
改
良
大
事
業
漸
ク
就
リ
不
幸
大
減
水
ノ

コ

ト

有

ラ
シ

メ
ン

カ

百
事
為
メ
ニ

廃
セ

ン

是
レ

今
日
ニ

於
テ
水
源
涵
養
ノ

方
法
勉
メ

テ

之
ヲ

講
究
セ

サ
ル

ヘ

カ

ラ

サ
ル

所
以
ナ
リ

水
源
ヲ

涵
養
シ

水
量
ヲ

増
ス

ハ

東
京
市
街
飲
用
水
料
ノ

為
メ
ノ

ミ

ナ
ラ
ス

上
水

沿
岸
五
郡
五
十
余
ケ
村
ノ

休
戚
ニ

モ

関
セ

リ
若
非
常
ニ

減
水
ス

ル

ニ

遭
ハ

ヽ

止

ヲ

得
ス

市
街
灌
用
飲
料
ノ

幾
分
ヲ

減
殺
シ

以
テ
一

時
市
内
ノ

急
需
ニ

応
セ

サ
ル

ヲ

得
ス

此
時
ニ

当
リ
水
樋
口

ヲ

閉
鎖
ス

ル

等
ノ
コ

ト

有
ラ
バ

為
メ
ニ

困
難
ヲ

被

ル

モ

ノ

決
シ

テ
尠
少
ニ

ア
ラ

サ
ル

ヘ

シ

是
レ

実
ニ

水
源
涵
養
ノ

方
法
ヲ

忽
ニ

ス

ヘ

カ

ラ

サ
ル

モ

ノ

タ
リ

水
源
涵
養
ノ

事
果
シ

テ
如
何
聞
ク

往
時
ニ

在
テ
ハ

一

定
ノ

輪
伐
法
ア
リ

年
々

交

互
平
均
ニ

伐
採
シ

栽
植
ニ

怠
ラ
シ

メ
ス

慣
習
上
自
然
ノ

涵
養
林
タ
リ
シ

ト
維
新
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後
古
制
止
ミ

新
法
未
タ
布
カ
レ

サ
ル

ニ

方
リ
一

朝
林
伐
ノ

価
額
ヲ

得
ハ

樹
齢
ノ

少
長
ヲ

問
ハ

ス

競
フ

テ

濫
伐
シ

復
タ
種
栽
造
林
ニ

意
ナ
ク

儘
マ

荒
廃
ニ

属
シ

延

テ
異
常
ノ

減
水
ヲ

見
ル

ニ

至
ル

個
ハ

連
年
水
量
実
測
表
ニ

於
テ
明
カ
ニ

示
ス

所

ナ
リ

民
林
ヲ

シ

テ
涵
養
林
タ
ラ
シ

ム

ル

コ

ト
固
ヨ

リ
容
易
ニ

行
ハ

レ

難
シ

ト
雖
ト
モ

能
ク

其
流
域
ヲ

究
メ

雨
量
気
候
土
壌
地
勢
樹
種
等
一

々

之
ヲ

調
査
シ

水
源
止
砂

支
石
防
雪
等
ノ

為
メ

要
用
ナ
ル

個
所
ハ

水
道
属
林
ト
シ

テ
買
収
シ

之
ヲ

保
護
ス

ル

カ

或
ハ

国
土
保
安
林
ニ

組
込
ム

カ

其
宜
シ

キ
ニ

随
テ
適
当
ノ

制
ヲ

設
ケ
サ
ル

ヘ

カ

ラ
ス

東
京
市
ノ

戸
口

月
ニ

日
ニ

増
加
シ

加
之
工

業
製
造
ノ

発
達
著
シ

キ
モ

ノ

有
リ
此

勢
ヲ

以
テ
推
移
セ

ハ

弥
々

多
量
ノ

用
水
ヲ

消
費
ス

ル

ニ

至
ラ
ン

幸
ニ

水
源
涵
養
宜
シ

キ
ヲ

得
ル

モ

個
ハ

将
来
ニ

期
ス

ヘ

キ
ノ
ミ

今
時
ノ

如
キ
屢

々

減
水
ノ

災
厄
ニ

遭
ハ

ヽ

為
メ
ニ

名
状
ス

ヘ

カ

ラ
サ
ル

困
難
ヲ

来
サ
ン

是
等
ノ

点
ニ

於
テ
モ

予
防
ノ

方
法
ヲ

講
シ

保
護
林
ノ

制
ヲ

立
ル

ト
同
時
ニ

水
源
深
林
中

ノ

渓
澗
ヲ

撰
択
シ

数
ケ
所
ノ

貯
水
池
ヲ

設
備
シ

冬
季
田
圃
ノ

分
水
ヲ

要
セ

サ
ル

場
合
ニ

於
テ
雨
雪
又
ハ

河
水
ヲ

集
貯
シ

以
テ
夏
時
非
常
ノ

変
ニ

備
フ

ル

ノ

計
ヲ

為
サ
ヽ

ル

ヘ

カ

ラ
ス

上
水
流
域
取
締
上
ニ

於
テ
モ

猶
水
源
涵
養
ニ

於
ル

カ
コ

ト

ク

暫
ク
モ

猶
予
為
シ

難
キ
モ

ノ

多
シ

夫
レ

多
摩
川
上
水
タ
ル

固
ヨ

リ
善
良
ナ
ル

水
質
ナ
リ
ト
雖
モ

二

十
有
余
里
ノ

長
キ
ヲ

廻
転
注
下
シ

其
間
ニ

於
テ
或
ハ

汚
瀆

ノ

混
淆
ナ
キ
ヲ

知
ラ
ン

ヤ

然
ル

ニ

此
流
域
タ
ル

其
管
轄
庁
ヲ

異
ニ

ス

ル

ヨ

リ
未

タ
適
当
ナ
ル

方
法
ヲ

得
サ
ル

モ

ノ

多
シ

既
ニ

明
治
十
九
年
虎
列
剌
病
流
行
ノ

時

ノ

如
キ
神
奈
川
県
西
多
摩
郡
長
淵
村
〔
羽
村
上
水
引
入
口
ニ

対
ス

ル

上
手
ノ

村

落
〕
ニ

虎
列
剌
患
者
ノ

汚
穢
物
ヲ

放
下
シ

タ
ル

モ

ノ

ア
リ
ト
ノ

急
報
ニ

接
シ

本

市
ハ

固
ヨ

リ
宮
内
省
ノ

如
キ
モ

御
用
水
ニ

万
一

ノ

変
ア
ラ
ン

コ

ト
ヲ

恐
レ

非
常

ノ

奔
走
急
遽
ニ

下
流
ヲ

横
断
シ

辛
フ

シ

テ
害
毒
ヲ

侵
入
セ

シ

メ
サ
リ
シ

ト

雖
モ

是
レ

僥
倖
ニ

シ

テ

免
レ

タ
ル

モ

ノ

思
フ

テ
此
ニ

至
レ

ハ

今
ニ

於
テ
寒
心
ス

是
レ

平
時
ニ

於
テ
取
締
法
ノ

行
届
カ

サ
ル

ニ

依
ラ
ス

ン

ハ

ア
ラ
ス

方
今
東
京
府
ノ

管
ス

ル

所
ハ

羽
村
以
下
久
我
山
ニ

至
ル

五
里
内
外
ニ

止
マ

リ
夫

ス

ラ
上
水
敷
地
数
歩
ノ

内
ニ

過
キ
ス

上
水
敷
地
以
外
及
引
入
口

以
上
ハ

挙
テ
神

奈
川
県
ノ

管
轄
ニ

委
ス

ル

ヲ

以
テ
監
督
取
締
ノ

効
果
決
シ

テ
十
分
ヲ

望
ム

ヘ

カ

ラ
ス

若
夫
レ

非
常
必
要
ニ

際
シ

東
京
府
令
警
察
令
等
ヲ

発
シ

禍
害
ヲ

未
萠
ニ

防

カ
ン

ト
ス

ル

モ

如
何
セ

ン

他
管
人
民
ヲ

シ

テ
之
ヲ

遵
守
セ

シ

ム

ル

ノ

困
難
ナ
ル

常
ニ

隔
靴
ノ

憾
ナ
キ
能
ハ

サ
ル

ナ
リ

汚
瀆
防
止
ノ

事
ニ

於
ケ
ル

至
難
ノ

業
ニ

属
ス

ト
雖
モ

事
固
ヨ

リ
放
擲
ス

ヘ

カ

ラ

ス

宜
シ

ク

漸
ヲ

以
テ
之
カ

改
正
方
策
ヲ

講
習
ス

ヘ

シ

試
ニ

其
梗
概
ヲ

挙
ク
レ

ハ

人
蓄
ノ

排
泄
物
又
ハ

蓄
積
セ

ル

廃
棄
物
ヨ

リ

発
生
ス

ヘ

キ
多
量
ノ

有
機
質
ヲ

混
淆
セ

シ

メ
サ
ル

事

下
水
ノ

河
流
ニ

排
出
ス

ル

ヲ

防
止
ス

ル

事
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狭
山
池
助
水
ヲ

処
分
ス

ル

事

上
水
土
揚
敷
兼
用
道
路
ヲ

敷
地
外
ニ

移
ス

為
メ

土
地
ヲ

買
上
ク
ル

事

水
汲
場
ヲ

改
修
ス

ル

事

水
路
ノ

架
橋
ハ

補
助
費
ヲ

給
シ

橋
脚
ヲ

省
カ
シ

ム

ル

事

水
番
人
詰
所
数
ケ
所
ヲ

増
設
ス

ル

事

是
等
数
件
其
着
手
ニ

順
序
ア
ル

ヘ

キ
モ

予
メ

成
功
ヲ

期
ス

ヘ

キ
モ

ノ

ナ
リ
而
シ

テ
土
地
買
上
ノ

如
キ
河
流
排
出
物
防
止
ノ

如
キ
其
他
多
ク
ハ

是
レ

管
轄
一

ニ

帰

シ

制
令
岐
分
セ

サ
ル

時
ニ

非
ラ
サ
レ

ハ

行
ヒ

易
カ
ラ
サ
ル

ナ
リ

東
京
府
警
視
庁
ヨ

リ
水
道
ニ

関
シ

屢
々

令
達
ア
リ
テ
其
取
締
殊
ニ

厳
密
ナ

リ
而

シ

テ
其
事
ノ

上
流
水
源
ニ

及
ハ

サ
ル

ハ

啻
ニ

事
ノ

欠
典
ノ
ミ

ナ
ラ
ス

或
ハ

本
ヲ

捨
テ
末
ヲ

収
ム

ル

ニ

似
タ
ル

ノ

慨
ナ
キ
能
ハ

サ
ル

ナ
リ

以
上
水
源
涵
養
流
域
取
締
ノ

方
法
ハ

実
ニ

百
世
ノ

長
計
ヲ

立
ル

モ

ノ
ニ

シ

テ
又

一

日
モ

後
ル

ヘ

カ

ラ

サ
ル

モ

ノ

ナ
リ

上
水
線
路
大
率
西
北
多
摩
二

郡
ニ

連
亘
シ

分
水
関
係
ノ

町
村
甚
タ
多
シ

而
シ

テ

羽
村
堰
通
筏
ノ

如
キ
上
水
架
設
ノ

橋
梁
修
覆
ノ

如
キ
上
水
敷
兼
用
道
路
修
理
ノ

如
キ

悉
ク

東
京
府
庁
ニ

出
願
ス

ヘ

キ
モ

ノ
ニ

シ

テ
故
ラ
ニ

神
奈
川
県
庁
ヲ

経
由

シ

テ
之
カ

許
可
ヲ

求
ム

ル

ハ

実
ニ

無
用
ノ

手
数
タ
リ
之
ヲ
一

管
ニ

帰
ス

ル

ト
キ

ハ

其
煩
ヲ

取
ラ
ス

シ

テ
可
ナ
リ
加
フ

ル

ニ

彼
我
ノ

情
意
通
セ

サ
ル

ヨ

リ
用
水
取

入
口

工

事
等
ニ

対
シ

テ
モ

時
ト
シ

テ
ハ

苦
情
ヲ

唱
フ

ル

ア
リ
ト
其
他
種
々

ノ

事

情
モ

管
轄
ヲ

同
フ

ス

ル

ト
キ
ハ

自
ラ

融
解
セ

ン

殊
ニ

地
形
上
ヨ

リ
ス

ル

モ

物
産

販
売
上
ニ

於
ケ
ル

モ

其
大
概
ハ

便
利
ヲ

得
ル

モ

ノ

多
カ

ラ

ン

南
多
摩
郡
ハ

上
水
流
域
ノ

事
ニ

関
セ

ス

ト
雖
ト
モ

西
北
多
摩
二

郡
ト

多
摩
川
ヲ

融
テ
ヽ

境
界
ヲ

ナ
シ

治
水
上
ノ

関
係
ニ

於
テ
分
離
ス

ヘ

カ

ラ
サ
ル

地
勢
ニ

在
リ

テ
居
常
其
赴
ク
所
ヲ

同
フ

セ

リ
已
ニ

西
北
二

郡
ニ

シ

テ
東
京
府
ニ

帰
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

レ

ハ

固
ヨ

リ
南
多
摩
郡
ノ

ミ

ヲ

シ

テ
独
リ
他
ニ

往
カ
シ

ム

ヘ

キ
モ

ノ
ニ

ア

ラ
ス

盖
シ

民
意
ノ

ア
ル

所
モ

亦
均
シ

ク
他
二

郡
ト

進
退
ヲ

共
ニ

ス

ル

ニ

ア
ラ
ン

加
之
南
多
摩
ノ

各
町
村
タ
ル

西
北
多
摩
二

郡
ト
共
ニ

其
物
産
ハ

大
抵
東
京
府
ニ

輸
入
シ

其
産
額
少
小
ニ

ア
ラ

サ
ル

ナ
リ

上
来
水
利
処
分
上
一

管
轄
ノ

下
ニ

帰
ス

ル

ノ

便
益
ア
ル

ヲ

認
メ

タ
リ
而
シ

テ
此

境
域
変
更
ノ

為
メ

地
方
経
済
ニ

於
テ
ハ

如
何
ナ
ル

異
同
ヲ

生
セ

シ

メ

如
何
ナ
ル

損
害
ヲ

与
フ

ル

ヤ
ノ

恐
レ

ア
ラ
ン

カ

然
ル

ニ

此
三
郡
ノ

地
タ
ル

東
京
府
管
轄
ニ

属
ス

ル

東
多
摩
郡
ト

合
セ

旧
多
摩
一

郡
ノ

地
ニ

シ

テ
形
勢
習
俗
倶
ニ

相
似
西
北

二

郡
ハ

水
路
沿
岸
ニ

在
リ
東
京
ニ

接
シ

南
多
摩
郡
ノ

地
ハ

甲
州
街
道
ニ

沿
ヒ

物

産
ノ

販
路
ヲ

東
京
ニ

取
ル

ヲ

以
テ
運
輸
極
メ

テ
頻
繁
ナ

リ
寧
ロ

利
便
ナ
ル

モ

決

シ

テ

不
便
ナ

ケ
ン

今
地
方
経
済
ノ

点
ニ

就
テ
両
管
下
ノ

地
方
税
賦
課
額
ニ

於
ケ
ル

孰
レ

カ

多
ク
シ

テ
孰
レ

カ

少
ナ
キ
ヤ
ヲ

按
ス

ル

ニ

又
大
差
ナ
シ

ト
云
フ

テ
可
ナ
ラ
ン

単
ニ

地
方

税
ノ
一

戸
当
リ
ヲ

以
テ
ス

ル

ト
キ
ハ

稍
ヤ

東
京
府
ニ

於
テ
多
キ
ヲ

見
ル

モ

是
ハ
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東
京
府
ニ

於
テ
ハ

其
土
木
費
ノ

如
キ
町
村
費
ヲ

省
キ
テ
地
方
税
ニ

移
シ

神
奈
川

県
ニ

於
テ
ハ

全
ク
之
ニ

反
セ

リ
彼
レ

ニ

少
フ

シ

テ
此
レ

ニ

多
キ
モ

ノ

ア
リ
此
レ

ニ

少
フ

シ

テ
彼
レ

ニ

多
キ
モ

ノ

ア
リ
其
詳
細
ニ

至
リ
テ
ハ

別
ニ

記
ス

ル

所
ノ
モ

ノ

ア
ル

ヲ

以
テ
爰
ニ

之
ヲ

省
ク

東

京

府

神
奈
川
県
地
方
税
町
村
費
賦
課
額
比
較
表

地
方
税
ハ

東
京
府
ノ

方
ハ

神
奈
川
県
ヨ

リ
増
ス

然
レ

ト
モ

町
村
費
ハ

神
奈
川
県
ノ

方
反
テ
東
京
府
ヨ

リ
増
ス

割
合
ナ

リ

右
ノ

通
リ
ナ
ル

ヲ

以
テ
本
表
ニ

拠
リ
計
算
ス

ル

ト
キ
ハ

東

京

府
ハ

地
方
税
町
村
費

　
一

人
ニ

付
　
五
拾
七
銭
四
厘

神
奈
川
県
ハ

同

　
同

　
五
拾
銭
三
厘
三
毛

即
チ
東
京
府
ヨ

リ
神
奈
川
県
ノ

減
ス

ル

モ

ノ

七
銭
七
毛
ナ

リ

然
ル

ニ

郡
部
ニ

属
ス

ル

警
察
費
国
庫
下
渡
金
ハ

東

京

府
ハ

一

人
ニ

付

　
拾
壱
銭
九
里
弐
毛
〔
凡
十
分
ノ

九
〕

神
奈
川
県
ハ

一

人
ニ

付

　

壱
銭
三
厘
三
毛
〔
凡
十
分
ノ
一

〕

右
ノ

如
ク

国
庫
補
助
費
ハ

東
京
府
ニ

於
テ
利
益
ス

ル

モ

ノ
一

人
ニ

付
拾

銭
五
厘
九
毛
ナ
レ

ハ

東
京
府
ノ

地
方
税
町
村
費
ノ

負
担
増
額
壱
人
ニ

付

七
銭
七
毛
ヲ

警
察
費
国
庫
下
渡
金
ヨ

リ
控
除
ス

ル

モ

尚
ホ

東
京
府
ノ

人

民
ハ

神
奈
川
県
人
民
ノ

負
担
額
ヨ

リ
一

人
ニ

付
三
銭
五
厘
二

毛
ノ

軽
税

ナ

リ
ト
ス

但
東
京
府
ハ

数
年
ヲ

期
シ

テ
監
獄
建
築
ヲ

起
ス

ニ

当
リ
一

ケ
年
六
万

円
ヲ

地
方
税
ヨ

リ
支
弁
セ

シ

モ

此
工

事
ハ

廿
六
年
度
ニ

於
テ
全
ク
落

成
ス

ル

モ

ノ

ナ
ル

ヲ

以
テ
本
表
ニ

ハ

之
ヲ

省
ク

（「
小
柳
家
資
料
」
立
教
大
学
蔵
）

（
注
）
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
資
料
に

同
様
の

も
の

が
あ
る
。

一

五
一

　
多
摩
三
郡
の

管
轄
替
に

関
す
る
東
京
府
知
事

富
田
鉄
之
助
の

上
申

東
京
市
街
飲
用
供
給
ノ

第
一

タ
ル

玉
川
上
水
ハ

源
流
遠
ク

山
梨
県
下
甲
斐
国
北

都
留
郡
神
奈
川
県
下
武
蔵
国
西
多
摩
郡
ニ

発
シ
、

同
県
北
多
摩
郡
ヲ

貫
通
シ

東

京
ニ

入
ル
、

其
流
域
二

十
有
余
里
ニ

シ

テ
、

内
神
奈
川
県
内
ニ

属
ス

ル

モ

ノ

十

里
ニ

下
ラ
ズ
。

又
其
上
水
水
量
ハ

羽
村
堰
入
口

ノ

平
量
毎
秒
時
四
百
四
十
一

立

方
尺
ニ

シ

テ
、

上
水
路
ヲ

経
テ
本
市
ニ

達
セ

シ

ム

ル

モ

ノ

ト
ス
。

其
残
余
ハ

上
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水
路
左
右
十
九
ケ
所
ニ

分
水
シ
、

五
郡
五
十
余
ケ
村
合
併
前

ノ

数

ニ

供
ス
。

是
従
来

ノ

割
合
ニ

シ

テ
水
道
改
良
ノ

設
計
亦
之
ニ

同
シ
。

然
ル

ニ

近
年
水
源
往
々

涸
渇

シ

テ
定
量
ヲ

得
難
キ
ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
、

明
治
二

十
一

年
二

月
ノ

如
キ
多
摩
川
本
流

僅
ニ

百
八
十
立
方
尺
即
チ
上
水
平
量
ノ

半
バ

ニ

モ

及
バ

ズ
、

今
春
ノ

如
キ

亦
定

量
ノ
二

分
ノ
一

迄
ニ

減
少
セ

リ
。

是
等
ノ

場
合
ニ

会
ス

レ

バ
、

或
ハ

市
外
灌
田

飲
料
両
用
水
ノ

幾
分
ヲ

減
殺
シ
、

又
ハ

場
合
ニ

依
リ
分
水
樋
口

ヲ

閉
鎖
シ

テ
僅

ニ

市
民
ノ

需
要
ニ

応
セ

シ

ム

ル

等
ノ
コ

ト
ア
リ
。

是
畢
竟
已
ム

ヲ

得
サ
ル

ノ

慣

行
手
段
ニ

出
テ
、

一

時
ノ

急
ヲ

済
フ
ニ

過
ギ
ズ
。

抑
々

多
摩
水
源
ノ

由
テ
来
ル

所
、

渓
谷
ヲ

廻
リ
林
野
ヲ

横
切
リ
、

幾
多
ノ

細
流

数
方
里
ニ

亘
リ
、

而
シ

テ
其
地
大
半
ハ

民
有
ニ

属
セ

リ
。

従
テ
之
カ

民
林
栄
枯

繁
凋
ノ

影
響
ヲ

被
ム

ル

事
頗
ル

大
ナ
ル

ヲ

免
レ

ズ
。

况
ン

ヤ

流
域
監
督
上
東
京

府
ノ

自
ラ

施
行
ス

ル

所
ハ

羽
村
以
下
久
我
山
ニ

至
ル

五
里
内
外
ニ

止
リ
、

夫
ス

ラ
上
水
敷
地
数
歩
ノ

内
ニ

過
キ
ズ
、

上
水
敷
地
以
外
及
引
入
口

以
上
ハ

挙
テ
之

ヲ

神
奈
川
県
ノ

管
轄
ニ

委
ス

ル

ヲ

以
テ
、

監
督
取
締
ノ

効
決
シ

テ
十
分
ヲ

望
ム

可
カ

ラ
ズ
。

縦
令
東
京
府
令
警
察
令
等
ヲ

発
ス

ル

コ

ト
ア
ル

モ
、

他
管
人
民
ヲ

シ

テ
遵
守
セ

シ

ム

ル

ノ

困
難
ナ
ル
、

常
ニ

隔
靴
ノ

憾
ア
リ
。

令
事
例
ヲ

近
キ
ニ

挙
グ
レ

バ
、

去
ル

十
九

年
虎
列
刺
病
流
行
ノ

時
ノ

如
キ
、

神
奈
川
県
下
西
多

摩
郡
長
淵
村
羽
村
引
入

口

ノ

上
流

ニ

於
テ
患
者
ノ

排
泄
物
ヲ

放
下
シ

タ
ル

モ

ノ

ア
リ
ト
ノ

急
報
ニ

接
シ
、

東
京
府
ハ

固
ヨ

リ
宮
内
省
ノ

御
用
水
ニ

於
テ
万
一

ノ

変
ア
ラ
ン

コ

ト
ヲ

恐
レ
、

非
常
ノ

警
察
ヲ

以
テ
下
流
ヲ

横
断
シ
、

辛
ジ

テ
毒
水
ヲ

府
内
ニ

注
入
セ

シ

メ
サ
ル

ヲ

得
タ
ル

モ
、

要
ス

ル

ニ

稀
有
ノ

僥
倖
ニ

属
シ
、

常
ニ

期
シ

得
ヘ

カ

ラ
サ
ル

事
タ
リ
。

何
ト
ナ
レ

バ

流
域
ノ

同
一

ナ
ル

ニ

拘
ハ

ラ
ス

其
上
下

管
轄
ヲ

異
ニ

ス

ル

ノ

結
果
ハ

、

一

旦
変
ニ

際
会
ス

ル

モ

決
シ

テ
緩
急
其
宜
キ
ニ

応
セ

シ

メ

難
シ
。

而
シ

テ
平
日
ノ

監
督
ニ

付
テ
モ
、

羽
村
堰
通
筏
ノ

如
キ
上
水

架
設
ノ

橋
梁
修
覆
ノ

如
キ
、

上
水
敷
兼
用
道
路
修
理
ノ

如
キ
、

一

ト
シ

テ
神
奈

川
県
ヲ

経
由
シ

テ
更
ニ

東
京
府
ニ

出
願
ス

ル

ノ

煩
ヲ

取
ラ
サ
ル

ヲ

得
ズ
。

官
民

ノ

不
便
亦
少
ナ
カ

ラ
ズ

ト

謂
フ

ベ

シ
。

是
他
ナ
シ

神
奈
川
県
ニ

在
テ
ハ

、

固
ヨ

リ
水
源
ノ

為
メ
ニ

特
種
ノ

吏
員
ヲ

置
ノ

必
要
ナ
ク
、

従
テ
其
取
締
ハ

之
ヲ

東
京

府
ノ

自
ラ
ス

ル

ニ

比
シ

テ
、

精
粗
ノ

差
ア
ル

ヲ

免
レ

サ
ル

ハ

已
ム

ヲ

得
サ
ル

ノ

情
勢
ト
云
フ

ベ

シ
。

其
国
土
保
安
ニ

関
ス

ル

森
林
中
往
々

荒
残
甚
シ

ク
シ

テ
早

晩
水
源
涸
渇
ノ

虞
ア
ル

ヲ

見
ル

モ

亦
深
ク
咎
ム

ル

ヲ

得
ザ
ル

ベ

シ
。

然
レ

ド
モ

多
摩
沿
岸
ノ

森
林
中
採
伐
ノ

法
其
宜
シ

キ
ヲ

失
セ

シ

〓
ア
ル

モ

ノ

少
カ

ラ
サ
ル

ニ

至
テ
ハ

、

決
シ

テ
擱
キ
難
キ
儀
ニ

有
之
。

故
ニ

大
将
水
源
ノ

涵
養
及
衛
生
上

ノ

利
害
ヲ

考
察
シ

テ
之
ヲ

東
京
府
一

監
督
ノ

下
ニ

属
セ

シ

メ

ラ
レ
、

以
テ
水
上

水
下
諸
般
ノ

取
締
ニ

遺
憾
ナ
キ
ヲ

得
セ

シ

メ

ラ
レ

度
、

蓋
シ

府
県
ノ

境
界
ヲ

変

更
ス

ル

ハ

地
方
ノ

経
済
ヲ

変
動
シ

事
体
決
シ

テ
軽
小
ニ

ア
ラ
ズ

ト
雖
モ
、

此
ノ

沿
岸
二

郡
ニ

在
テ
ハ

其
形
勢
及
習
俗
ヨ

リ
観
ル

モ

決
シ

テ

東
京
府
ニ

併
セ

難
キ

ニ

ア
ラ
ズ
、

尤
南
多
摩
郡
ノ

如
キ
ハ

水
道
ニ

関
係
ナ
キ
ガ

如
ク
ナ
ル

モ
、

元
是
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同
一

郡
ニ

シ

テ
、

後
東
西
南
北
ノ

四
郡
ニ

分
割
セ

シ

モ

ノ

ナ
レ

バ
、

民
情
習
俗

ノ

同
一

ナ
ル

ハ

固
ヨ

リ
、

其
地
勢
ノ

如
キ
モ

甲
州
街
道
ニ

沿
ヒ

百
貨
ノ

運
輸
等

総
テ
東
京
ト
其
利
害
ヲ

倶
ニ

セ

リ
。

如
之
甲
武
鉄
道
等
ノ

延
長
ニ

伴
フ

テ
東
京
府
下
ノ

来
往
一

層
利
便
ヲ

来
タ
シ
、

之
ヲ

神
奈
川
県
下
ニ

比
ス

レ

バ

其
便
否
霄
壌
ノ

差
ア
リ
。

今
日
ニ

於
テ
ハ

神
奈

川
県
ヨ

リ
三
郡
ニ

往
来
シ
、

三
郡
ヨ

リ
神
奈
川
県
ニ

往
来
ス

ル
、

都
テ
路
ヲ

東

京
府
下
ニ

取
ル

ノ

実
況
ニ

有
之
候
。

惟
フ
ニ

之
ヲ

上
ニ

シ

テ
ハ

帝
室
ヲ

始
ト
シ

奉
リ
、

之
ヲ

下
ニ

シ

テ
ハ

市
民
ノ

生
活
上
最
モ

必
要
ナ
ル

水
道
改
良
事
業
ハ

日

ヲ

逐
フ

テ
其
歩
ヲ

進
ム

ル

ノ

今
日
ニ

於
テ
、

将
メ

状
来
ノ

利
害
ヲ

研
究
シ

テ
永

ク

水
源
涸
渇
ノ

虞
ヲ

絶
チ
、

併
セ

テ
衛
生
ノ

安
全
ヲ

図
ル

ハ

実
ニ

已
ム

ヲ

得
ザ

ル

ノ

急
務
ト
存
候
条
、

神
奈
川
県
下
西
多
摩
・

北
多
摩
・

南
多
摩
ノ

三
郡
ヲ

シ

テ
東
京
府
ニ

管
轄
替
ノ

儀
、

至
急
御
允
裁
仰
キ

度
、

神
奈
川
県
知
事
ト

事
務
上

其
他
実
際
ノ

便
否
等
屢
々

熟
議
ヲ

遂
ゲ
候
上
、

警
視
総
監
ニ

モ

内
議
ヲ

尽
シ
、

此
段
謹
ミ

テ
及
上
申
候
也
。

明
治
二

十
五
年
九
月
廿
日

東
京
府
知
事
　
富
田
鉄
之
助

内
務
大
臣
伯
爵
　
井
上

馨
殿

（「
神
奈
川
県
会
史
」
第
二

巻
）

一

五
二

　
多
摩
三
郡
の

管
轄
替
に

関
す
る
警
視
総
監

園
田
安
賢
の

上
申

頃
日
東
京
府
知
事
ノ

内
議
ニ

依
リ
神
奈
川
県
下
西
北
多
摩
両
郡
ヲ

東
京
府
ノ

管

轄
ニ

移
更
ノ

儀
、

小
官
ヨ

リ
モ

上
申
致
置
候
。

今
又
南
多
摩
郡
ヲ

モ

併
セ

移
ス

ノ

儀
、

同
知
事
ヨ

リ

内
議
有
之
、

依
テ
審
按
ス

ル

ニ

夫
ノ

西
北
多
摩
ノ

両
郡
ト

雖
モ
、

単
ニ

警
察
事
務
ノ

上
ヨ

リ
推
考
ス

ル

ト
キ
ハ

将
来
幾
多
ノ

不
便
ヲ

来
タ

ス

恐
ナ
キ
ニ

非
ザ
レ

ド
モ
、

元
来
其
地
盤
タ
ル

玉
川
上
水
水
源
并
ニ

通
水
路
ニ

シ

テ
、

府
下
利
害
ノ

関
係
最
モ

重
キ

事
由
ニ

属
シ
、

之
ヲ

移
更
ス

ル

ノ

必
要
ア

リ
タ
ル

ニ

付
、

多
少
警
察
事
務
上
ノ

不
便
ノ

如
キ
ハ

之
ヲ

忍
フ

コ

ト
ト

為
シ
、

与
ニ

上
申
致
シ

タ
ル

次
第
ナ
ル

ニ

、

今
此
ノ

南
多
摩
ニ

至
リ
テ
ハ

是
等
重
キ

事

由
ノ

存
ス

ル

ニ

非
ス

シ

テ
、

警
察
事
務
上
ノ

不
便
ハ

固
ヨ

リ
治
獄
ノ

点
ニ

於
テ

モ

亦
幾
多
ノ

困
難
ヲ

来
ス

ベ

ク
、

小
官
ニ

於
テ
ハ

敢
テ
其
移
更
ヲ

希
フ

ノ

意
、

夫
ノ

西
北
多
摩
両
郡
ノ

如
ク

切
ナ
ラ
ズ

ト

雖
モ
、

又
之
ヲ

地
理
人
情
ノ

相
均
シ

キ
点
ヨ

リ
シ

テ
、

再
考
ス

ル

ト
キ
ハ

、

独
リ
南
多
摩
郡
ヲ

ノ

ミ

神
奈
川
県
ニ

依

然
タ
ラ
シ

ム

ル

ハ

、

行
政
区
画
ノ

体
面
上
或
ハ

穏
当
ナ
ラ
サ
ル

嫌
ア
リ
テ
、

而

カ
モ

人
民
ノ

利
便
ハ

移
更
ノ

方
ニ

多
カ
ル

ヘ

ク
ト
考
ヘ

ラ
ル

ル

ニ

付
、

是
亦
東

京
府
知
事
ノ

意
見
ニ

同
シ

小
官
ヨ

リ
モ

御
允
可
ノ

儀
及
上
申
候
也
。

（「
神
奈
川
県
会
史
」
第
二

巻
）
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一

五
三

　
多
摩
三
郡
の

管
轄
替
に

関
す
る
神
奈
川
県
知
事

内
海
忠
勝
の

内
申

東
京
府
現
在
水
道
ノ

義
ハ

其
初
承
応
年
間
ニ

起
リ
、

降
テ
今
日
ニ

至
リ
シ

モ

ノ

ナ
レ

ド
モ
、

元
来
旧
政
府
ノ

御
用
タ

リ
シ

ヲ

以
テ
、

其
間
曽
テ
物
論
ヲ

生
シ

タ

ル

コ

ト
ヲ

聞
カ
ズ
。

維
新
後
東
京
府
之
ヲ

管
理
シ
、

其
事
業
ヲ

継
続
ス

ル

ニ

至

ル

モ
、

旧
政
府
ノ

余
勢
ト

其
因
襲
ノ

久
シ

キ
ト
ニ

依
リ
、

敢
テ
甚
シ

キ

苦
情
ヲ

唱
フ

ル

ニ

至
ラ
ザ
リ
シ

ガ
、

爾
来
世
態
ノ

満
ク

変
遷
ス

ル

ニ

従
ヒ
、

大
ニ

其
状

況
ヲ

異
ニ

シ
、

水
路
関
係
ノ

町
村
等
漸
次
之
ニ

着
目
ス

ル

ノ

実
況
ヲ

露
ハ

ス

ニ

至
レ

リ
。

殊
ニ

前
日
ニ

在
テ
ハ

府
県
ノ

管
理
セ

ル

モ

ノ
モ
、

今
ハ

一

転
下
ヲ

東

京
ノ

市
ノ

有
ニ

帰
シ

タ
ル

ヲ

以
テ
、

今
日
ニ

シ

テ
夫
々

将
来
ノ

為
メ

慮
バ

カ

ラ

ザ
ル

ヲ

得
ザ
ル

場
合
ト
相
成
候
。

抑
多
摩
川
上
水
ノ

其
線
路
大
率
神
奈
川
県
西

多
摩
・

北
多
摩
ノ

二

郡
ニ

連
亘
ス

ル

ヲ

以
テ
、

之
レ

ニ

関
係
ノ

町
村
亦
尠
ナ
カ

ラ
ズ
、

已
ニ

大
字
羽
村
ニ

設
置
シ

ア
ル

用
水
取
入
口

工

事
ニ

対
シ

テ
ハ

、

前
年

来
神
奈
川
県
民
ノ

苦
情
ヲ

唱
フ

ル

所
ニ

シ

テ
、

之
ヲ

略
言
ス

レ

ハ

田
養
運
搬
ニ

必
要
ノ

水
量
ハ

多
ク
上
水
堀
ニ

吸
入
セ

ラ
レ
、

洪
水
ノ

時
ノ

ミ
ハ

之
ヲ

放
流
シ

テ
神
奈
川
県
下
ノ

害
ヲ

為
ス

ノ

実
況
ヲ

訴
フ

ル

モ

ノ
ニ

シ

テ
、

随
テ
該
近
傍
ニ

上
水
ノ

為
メ
必
要
ノ
工

事
等
ア
ル

毎
ニ

神
奈
川
県
民
ハ

之
ニ

対
ス

ル

苦
情
ヲ

引

起
シ
、

其
ノ

都
度
幾
分
ノ

障
害
ヲ

来
シ
、

而
シ

テ
右
等
ノ

苦
情
逐
年
多
キ
ヲ

加

フ

ル

傾
向
ニ

付
、

漸
次
歩
ヲ

進
メ
、

将
来
用
水
ニ

架
設
セ

ル

数
多
ノ

橋
梁
費
又

ハ

本
川
ノ

堤
防
費
等
ヲ

東
京
費
税
ニ

求
メ
、

或
ハ

洪
水
旱
魃
等
ノ

場
合
種
々

ノ

苦
情
故
障
ヲ

唱
ヘ

行
政
上
紛
雑
ヲ

惹
起
シ
、

両
庁
ニ

於
テ
モ

益
困
難
多
事
ニ

立

至
ル

ベ

キ
ハ

無
疑
事
ト
存
候
。

是
等
ノ

場
合
ニ

於
テ
其
水
路
ニ

管
轄
ニ

渉
ル

ヲ

以
テ
、

彼
是
差
縺
レ

ヲ

生
ジ
、

随
テ
其
処
分
亦
容
易
ナ
ラ
ザ
ル

ベ

ク
ト

存
候
。

依
テ
改
メ

テ
之
ヲ
一

管
轄
ノ

下
ニ

帰
セ

シ

ム

ト
キ
ハ

、

右
等
ノ

困
難
モ

幾
分
之

ヲ

予
防
ス

ル

ヲ

得
ベ

ク
、

又
水
源
ニ

関
ス

ル

山
林
ノ

処
分
ヨ

リ
上
水
全
水
路
ニ

渉
ル

諸
般
ノ

処
務
ニ

至
ル

マ

デ
、

悉
ク
一

轍
ニ

出
ヅ
ル

ヲ

以
テ
、

其
地
勢
風
俗

人
情
ヲ

審
按
ス

ル

ニ

、

元
来
多
摩
郡
ハ

非
常
大
郡
ナ

リ
シ

モ
、

後
ニ

之
ヲ

四
分

シ
、

現
今
西
南
北
三
郡
ハ

神
奈
川
県
ニ

属
シ
、

東
ノ
一

郡
東
京
府
ニ

属
セ

リ
。

而
シ

テ
上
水
線
路
西
北
東
三
郡
ヲ

連
貫
シ
、

南
一

郡
ハ

之
ニ

関
セ

ザ
ル

ガ

如
シ

ト
雖
モ
、

多
摩
川
本
流
ハ

南
北
多
摩
ノ

境
界
ヲ

為
シ
、

治
水
ノ

関
係
上
離
ス

ベ

カ

ラ
ザ
ル

ノ

地
勢
ナ
ル

ハ

勿
論
、

風
俗
人
情
等
ヲ

同
フ

シ
、

且
従
来
互
ニ

結
托

シ

居
ル

ノ

実
況
ニ

付
、

西
北
二

郡
ヲ

東
京
府
ニ

属
シ
、

南
一

郡
ノ

ミ

管
轄
ヲ

略

ニ

ス

ル

如
キ
ハ

、

民
意
ニ

適
セ

ザ
ル

義
ニ

シ

テ
、

殊
ニ

三
郡
ヲ

以
テ
一

ノ

衆
議

院
議
員
選
挙
区
ニ

定
メ

ア
ル

ニ

ョ

リ
、

是
等
事
情
ヨ

リ
シ

テ
南
多
摩
郡
ノ

義
モ

西
北
多
摩
郡
ト

併
セ

テ
同
ク
一

管
轄
ノ

下
ニ

帰
セ

シ

ム

ル

方
、

至
当
ノ

処
分
ト

被
存
候
ニ

付
、

神
奈
川
県
・

西
多
摩
・

北
多
摩
及
南
多
摩
ノ

三
郡
ヲ

割
ヒ

テ
、

東
京
府
ハ

目
下
僅
ニ

五
郡
ニ

付
、

此
ノ

三
郡
ヲ

加
フ

ル

モ
、

其
区
域
広
濶
ニ

失
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ス

ル

ノ

憂
毫
モ

無
之
義
ト
相
考
候
。

依
テ

将
来
両
庁
間
行
政
上
ノ

利
便
ヲ

謀

リ
、

前
件
ノ

御
処
分
ア
ラ
ン

コ

ト
ヲ

冀
望
シ
、

両
庁
協
議
相
整
候
義
ニ

付
至
急

何
分
御
詮
議
相
成
候
様
致
度
、

関
係
書
類
相
添
此
段
及
内
申
候
也
。

（「
神
奈
川
県
会
史
」
第
二

巻
）

第
二

節
　
賛
成
派

反
対
派
の

動
静

一

五
四

　
多
摩
三
郡
有
志
者
の

境
域
変
更
法
律
案
賛
成
陳

述
書

東
京
府
神
奈
川
県
境
域
変
更
ニ

関
ス

ル

法
律
案
ニ

賛
成
ス

ル

理

由
左
ニ

陳
述
致
シ

候

今
般
政
府
ヨ

リ
帝
国
議
会
ヘ

提
出
セ

ラ
レ

タ
ル

西
多
摩
南
多
摩
北
多
摩
ノ

三
郡

ヲ

分
轄
シ

テ
東
京
府
管
下
ニ

属
セ

シ

ム

ル

法
律
案
ハ

至
極
適
当
ニ

シ

テ
三
郡
人

民
ノ

宿
望
ス

ル

所
ナ

リ
然
ル

ニ

聞
ク

所
ヲ

以
テ
ス

レ

ハ

少
シ

ク
之
ニ

反
対
ヲ

試

ム

ル

モ

ノ

ア
リ
ト

斯
ル

明
著
ナ
ル

大
理
由
ノ

存
ス

ル

所
大
勢
ノ

帰
ス

ル

所
其
事

ノ

行
ハ

ル

可
キ

敢
テ
喋
言
ヲ

要
セ

サ
ル

可
シ

故
ニ

我
々

ハ

之
カ

弁
解
ヲ

須
ヒ

ス

シ

テ
単
ニ

我
々

郡
民
ノ

夙
ニ

希
望
シ

テ
已
マ

サ
ル

要
点
ヲ

略
述
シ

以
テ
当
路
者

及
他
大
方
ノ

留
意
ヲ

請
ン

ト
ス

此
三
郡
ノ

地
タ
ル

現
今
ノ

管
轄
境
域
ヲ

以
テ
ス

ル

時
ハ

其
北
部
ニ

位
シ

甲
州
街

道
ニ

沿
リ
往
来
シ

物
産
運
輸
モ

陸
路
ヨ

リ
東
京
ニ

出
タ
ス

是
ヲ

以
テ
他
ノ

郡
市

ト

痛
痒
ヲ

異
ニ

シ

管
轄
ヲ

共
ニ

ス

ル

ハ

啻
ニ

其
不
便
ヲ

感
ス

ル

ノ

ミ

ナ
ラ
ス

無

用
ノ

財
ト
無
用
ノ

時
間
ヲ

費
ス

恐
レ

有
リ

之
ヲ

東
京
府
管
下
ニ

移
サ
ン

カ

其
郡
市
ト
直
接
ノ

関
係
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ

多
ク

便

益
得
ル

所
実
ニ

莫
大
ナ
リ
ト
ス

三
郡
ノ

地
ハ

東
京
府
管
下
東
多
摩
郡
ト
元
ト
一

郡
ノ

地
ニ

シ

テ

利
害
感
情
ヲ

同

フ

ス

ル

所
其
荏
原
郡
ニ

於
ル

モ

多
摩
川
一

帯
ニ

沿
ヒ

流
域
ヲ

共
ニ

シ

水
利
ノ

便

運
輸
ノ

利
倶
ニ

之
ヲ

同
フ

セ

リ
従
前
ニ

於
テ
既
ニ

此
ノ

如
シ

是
ヲ

以
テ
郡
民
屢

管
轄
替
ヲ

請
願
シ

テ
已
マ

サ
リ
シ

矧
シ

テ
今
日
ニ

於
テ
ハ

諸
物
産
大
ニ

開
ケ
其

販
路
ハ

悉
ク
之
ヲ

東
京
ニ

取
レ

リ
特
ニ

甲
武
鉄
道
開
通
以
還
ハ

大
ニ

形
勢
ヲ

改

メ

彼
我
ノ

間
往
来
織
ル

カ

如
ク
旦
暮
相
接
セ

リ

若
現
今
ノ

儘
ニ

テ
更
替
ス

ル

ナ
キ
カ

三
郡
人
民
ハ

常
ニ

道
ヲ

東
京
ニ

取
リ

更
ニ

神
奈
川
県
庁
ニ

至
ル

ノ

不
便
ア
リ
横
浜
ノ

地
タ
ル

繁
昌
ナ
ル

モ

元
ト

是
レ

互
市

場
ナ
ル

ヲ

以
テ
直
接
ノ

関
係
ア
ル

稀
ニ

見
ル

所
ニ

シ

テ
東
京
ノ

密
接
ナ
ル

関
係

ア
ル

ニ

同
シ

カ

ラ
ス

然
ラ
ハ

三
郡
人
民
ハ

単
ニ

管
轄
庁
ノ

ア
ル

ヲ

以
テ
此
迂
遠
ノ

地
ニ

往
カ

サ
ル

ヲ

得
サ
ル

ノ

不
便
ヲ

受
ク

其
不
便
ハ

暫
ク

忍
フ

ヘ

ク
モ

無
用
ノ

時
間
ト
無
用
ノ

費

ヲ

費
ス

ニ

於
テ
ハ

人
民
保
護
上
国
家
経
済
上
之
ヲ

更
替
ス

ル

ノ

必
要
ア
ル

固
ヨ
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リ
論
ナ
カ
ル

ヘ

シ

郡
民
ノ

便
不
便
前
述
ノ

如
シ

而
シ

テ
官
吏
郡
村
吏
ニ

至
ル

迄
常
ニ

迂
路
ヲ

取
テ

往
来
ス

ル

ノ

不
便
ア
リ

其
他
諸
官
衙
裁
判
上
学
校
教
育
上
諸
般
ノ

衛
生
上
親
族
交
際
上
ノ

事
皆
悉
ク

東

京
府
管
轄
ノ

下
ニ

属
ス

ル

ヲ

希
望
ス

ル

ノ

原
因
ヲ

為
ス

モ

ノ

ナ
リ
而
シ

テ
地
方

経
済
ノ

点
ニ

於
テ
地
方
税
町
村
税
ニ

於
テ
却
テ
東
京
府
ニ

属
ス

ル

ノ

軽
減
ア
ル

ヲ

見
ル

モ

ノ

ト
ス

レ

ハ

断
シ

テ
今
日
ヲ

以
テ
此
更
替
ヲ

為
ス

ノ

大
時
機
ナ

リ
ト

信
セ

リ

願
ク
ハ

公
平
至
当
ノ

議
ヲ

以
テ
速
ニ

該
法
律
案
ノ

通
セ

ン

コ

ト
ヲ

此
ニ

総
代
ノ

名
印
ヲ

記
シ

郡
民
希
望
ノ

誠
意
ヲ

表
シ

候
敬
白

明
治
廿
六
年
二

月
二

十
三
日

神
奈
川
県
西
多
摩
北
多
摩
南
多
摩

三
郡
有
志
総
代

砂
川
源
五
右
衛
門

吉

野

泰

三

指

田

茂
十
郎

内

野

杢
左
衛
門

西

山

政

重

中

村

半
左
衛
門

岸

宇
左
衛
門

下

田

遊
亀
蔵

渡

辺

九
一

郎

内

藤

次
左
衛
門

花

形

長
之
助

串

田

儀

八

平

林

定
兵
衛

忍

足

常

吉

渡

辺

武
四
郎

小

柳

九
一

郎

矢
島
次
郎
左
衛
門

清

水

浩

平

糟

谷

良

甫

田

村

半
十
郎

紅

林

徳
五
郎

外
千
五

百
七
十
九
名

（「
三
多
摩
郡
引
継
書
」（
明
治
二

六
年
）
東
京
都
公
文
書
館
蔵
）

（
注
）
立
教
大
学
所
蔵
資
料
に

同
様
の

も
の

が
あ
る
。
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一

五
五

　
境
域
変
更
の

賛
成
調
印
取
消
要
求

調

印

取

消

先
般
神
奈
川
県
西
南
北
多
摩
郡
ヲ

東
京
府
ヘ

境
域
変
更
ノ

法
律
案
ニ

賛
成
ノ

調

印
ヲ

致
シ

候
処
能
々

其
利
害
得
失
ヲ

勘
考
ス

ル

ニ

尤
該
法
律
案
ハ

不
利
益
ナ
ル

者
ニ

付
過
般
ノ

調
印
ハ

全
ク

誤
リ
タ
ル

モ

ノ

ナ
レ

ハ

其
調
印
ヲ

取
消
候
也

神
奈
川
県
北
多
摩
郡
中
藤
村
四

千
二

百
五
番
地
平
民
農

榎

本

利

亮

同
県
同
郡
同
村
三
千
四

百
六
十
三
番
地
平
民
農

川

島

秀
之
助

同
県
同
郡
岸
村
三
百
五
十
八
番
地
平
民
農

諸

江

吉
五
郎

同
県
同
郡
三
ツ

木
村
七
十
七
番
地
平
民
農

比
留
間

栄
太
郎

同
県
同
郡
同
村
千
二

百
九
番
地
平
民
農増

尾

健
次
郎

同
県
同
郡
同
村
六
百
四
十
六
番
地
平
民
農

山
崎

七
右
衛
門

同
県
同
郡
岸
村
三
百
九
十
番
地
平
民
農荒

田

鉄
太
郎

同
県
同
郡
三
ツ

木
村
平
民
農

進

藤

周

輔

本
日
発
兌
ノ

貴
社
新
聞
ヲ

閲
ス

ル

ニ

有
志
総
代
ノ

意
見
書
ト

題
シ

東
京
及
神
奈

川
県
境
域
変
更
ニ

関
ス

ル

法
律
案
ニ

賛
成
ス

ル

理
由
書
ト
題
ス

ル

書
面
ヲ

掲
ケ

其
末
尾
ニ

小
生
ノ

姓
名
ヲ

記
入
有
之
候
得
共
小
生
ハ

決
シ

テ
如
斯
書
面
ニ

署
名

シ

タ
ル

コ

ト
ナ
ク

却
テ
該
法
律
案
ニ

ハ

反
対
ノ

意
見
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ
ニ

テ
現
ニ

該
法
律
案
撤
回
ノ

請
願
ニ

署
名
シ

タ
ル

一

人
ニ

候
間
此
全
文
ヲ

掲
ケ
御
取
消
有

之
度
候

明
治
二

十
六
年
二

月
廿
四
日

西
多
摩
郡
西
多
摩
村

指
田
茂
十
郎

毎
日
新
聞
社
御
中

貴
社
新
聞
第
六
千
六
百
七
十
九
号
ニ

東
京
府
及
神
奈
川
県
境
域
変
更
ニ

賛
成
ス

ル

理
由
ヲ

登
載
為
サ
レ

其
有
志
者
総
代
之
内
ニ

小
生
ノ

名
モ

列
記
シ

有
之
候
得

共
小
生
ハ

素
ヨ

リ
右
賛
成
之
理
由
ニ

同
意
ナ
ル

者
ニ

無
之
候
故
総
代
ト
ナ
リ
タ

ル

義
更
ニ

無
之
候
間
宜
敷
御
取
消
被
下
度
候
也

明
治
廿
六
年
二

月
廿
四
日
神
奈
川
県
西
多
摩
郡
福
生
村
第
六
百
廿
六
番
地

田
村
半
十
郎
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毎
日
新
聞
社
御
中

（
飯
田
助
丸
氏
蔵
）

一

五
六

　
神
奈
川
県
有
志
の

境
域
変
更
賛
成
主
意
書

東
京
府
及
神
奈
川
県
境
域
変
更
ニ

関
ス

ル

法
律
案
ヲ

賛
成
ス

ル

主
意
書

今
回
政
府
ハ

神
奈
川
県
北
多
摩
郡
西
多
摩
郡
南
多
摩
郡
ノ

三
郡
ヲ

割
ヒ

テ
東
京

府
ニ

合
セ

シ

ム

ル

ノ

法
律
案
ヲ

衆
議
院
ニ

提
出
セ

ラ
レ

タ
リ
而
シ

テ
其
境
域
変

更
ヲ

要
ス

ル

理
由
ハ

政
府
ノ

理
由
書
ニ

詳
ナ
レ

ハ

今
更
喋
々

ヲ

要
セ

ズ

然
ル

ニ

右
三
郡
中
ノ
一

派
并
ニ

各
郡
ニ

反
対
運
動
ヲ

為
ス

モ

ノ

ア
リ
其
理
由
ト
ス

ル

所

左
ノ

如
シ

第
一

　
東
京
府
ト

神
奈
川
県
三
郡
ト
ハ

地
勢
人
情
風
俗
ヲ

異
ニ

ス

ル

コ

ト

第
二

　
東
京
府
ト

神
奈
川
県
ト
ハ

地
方
税
ノ

負
担
ニ

差
異
ア
リ
テ
三
郡
ヲ

東

京
府
ニ

編
入
ス

ル

ト
キ
ハ

三
郡
人
民
ハ

其
負
担
ニ

堪
ヘ

サ
ル

事

第
三
　
三
郡
ヲ

東
京
府
ニ

編
入
ス

ル

ト
キ
ハ

神
奈
川
県
地
方
経
済
ニ

異
動
ヲ

生
シ

全
躰
ノ

為
メ
ニ

地
方
税
ノ

負
担
ヲ

重
カ

ラ
シ

ム

ル

コ

ト

第
四
　
東
京
府
水
道
改
良
事
業
ニ

対
シ

境
域
ノ

変
更
ハ

必
要
ナ

リ
ト
云
フ

モ

数
百
年
ノ

今
日
ニ

至
ル

迄
著
シ

キ

害
ア

リ
シ

ヲ

見
ズ
ト
云
フ

コ

ト

第
一

　
境
ヲ

出
ヅ
レ

ハ

地
勢
人
情
ノ

異
ナ
ル

ハ

免
レ

ザ
ル

ノ

数
ナ
リ
三
郡
ノ

東

京
府
ニ

対
ス

ル

地
勢
人
情
ノ

異
ナ
ル

点
ヲ

謂
ハ

ヾ

三
郡
ノ

神
奈
川
県
各
郡
ニ

対
ス

ル

地
勢
人
情
モ

亦
異
ナ
リ
ト
謂
ハ

ザ
ル

ヲ

得
ズ

神
奈
川
県
各
郡
ハ

概
略

平
地
坦
途
従
テ
収
利
多
シ

三
郡
ハ

之
ニ

反
シ

山
嶽
原
野
多
ク

沃
土
少
シ

而
シ

テ

其
地
形
孰
レ

モ

甲
州
街
道
ニ

沿
ヒ

互
ニ

利
害
ノ

関
係
ヲ

共
通
シ

殊
ニ

甲
武

鉄
道
布
設
ニ

従
ヒ

両
地
ノ

来
往
一

層
ノ

利
便
ヲ

得
現
今
神
奈
川
県
ニ

往
来
ス

ル

者
ト
雖
ト
モ

先
ヅ
途
ヲ

東
京
ニ

取
ル

ノ

実
況
ニ

シ

テ
地
勢
自
然
ノ

宜
キ
ヲ

得
ル

モ

ノ

ナ
リ
其
人
情
風
俗
ノ

如
キ
従
テ
東
京
府
ニ

近
シ

ト
謂
ハ

ザ
ル

ヲ

得

ズ

况
ン

ヤ

三
郡
ハ

固
ト

東
京
府
ノ

管
轄
ナ
リ
シ

ニ

於
テ
オ
ヤ

第
二

　
三
郡
ヲ

東
京
府
ニ

編
入
ス

ル

ト
キ
ハ

三
郡
人
民
ノ

負
担
ヲ

重
ク
ス

ト
ノ

理
由
ハ

地
方
税
ノ
一

面
ヲ

見
テ
他
ノ

方
面
ヲ

見
ザ
ル

人
ノ

言
ニ

シ

テ
町
村
税

ニ

至
リ
テ
ハ

神
奈
川
県
ノ

方
遥
カ
ニ

東
京
府
ヨ

リ
モ

多
シ

其
ハ

東
京
府
ニ

於

テ
ハ

郡
市
町
村
ノ

負
担
ス

ベ

キ
土
木
費
ハ

成
ル

ベ

ク
町
村
税
ヲ

省
キ
テ
地
方

税
支
弁
ト
ス

ル

ノ

慣
例
ニ

シ

テ
神
奈
川
県
ノ

慣
例
ハ

全
ク

之
ニ

反
シ

却
テ
成

ル

ベ

ク
地
方
税
ヲ

軽
フ

セ

ン

ト
ス

ル

ニ

ア
リ
故
ニ

之
ヲ

平
均
ス

ル

ト
キ
ハ

其

大
差
ナ
カ
ル

ベ

キ
ヲ

信
ズ

第
三
　
三
郡
ヲ

東
京
府
ニ

編
入
ス

ル

モ

一

県
ノ

経
済
ニ

大
関
係
ヲ

生
ジ

地
方
税

ノ

負
担
ヲ

重
カ

ラ
シ

ム

ル

ノ

虞
ナ
シ

反
対
者
ノ

云
フ

如
ク
三
郡
ハ

土
地
僻
陬

ニ

シ

テ
収
利
少
ナ
キ
ヲ

以
テ
地
方
税
ノ

負
担
モ

亦
多
カ

ラ

ザ
ル

ハ

明
ナ
ル

事

実
ナ
リ
殊
ニ

多
摩
川
治
水
費
ハ

県
下
三
大
川
中
其
支
出
額
第
一

ヲ

占
ム

ル

モ
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ノ

ナ
レ

ハ

他
ノ

各
郡
ハ

三
郡
ノ

為
メ
ニ

却
テ
負
担
ヲ

重
ク
ス

ル

ノ

事
実
ナ
レ

ハ

三
郡
ヲ

東
京
府
ニ

編
入
ス

ル

ト
キ
ハ

却
テ
一

県
ノ

経
済
上
負
担
ヲ

軽
ク
ス

ル

ノ

結
果
ニ

至
ル

ベ

キ
ナ
リ

第
四
　
東
京
府
水
道
改
良
事
業
ニ

対
シ

境
域
異
ナ
リ
ト
雖
モ

著
シ

キ
害
ア
ル

ヲ

見
ス

ト
云
モ

現
ニ

政
府
ノ

理
由
書
中
ニ

モ

ア
ル

如
ク
去
ル

明
治
十
九
年
中
コ

レ

ラ

患
者
ノ

排
泄
物
ヲ

西
多
摩
郡
ノ

某
村
ニ

於
テ
上
水
中
ニ

放
棄
シ

タ
ル

カ

如
キ
ハ

今
ヨ

リ
追
想
ス

ル

ニ

タ
ニ

思
ハ

ズ

寒
心
ニ

堪
ヘ

ザ
ル

モ

ノ

ア
リ
是
其

境
域
ノ

異
ナ
ル

ヨ

リ
シ

テ
自
然
衛
生
上
ノ

取
締
立
タ
ザ
ル

ニ

ヨ

ル

加
之
樹
林

濫
伐
ノ

為
メ

水
源
ノ

年
々

涸
渇
ス

ル

ガ

如
キ
ハ

其
境
域
ノ

異
ナ
ル

ヨ

リ
起
ル

ノ

弊
害
ナ
リ
ト
ス

以
上
列
記
ス

ル

所
ニ

ヨ

レ

ハ

政
府
案
ニ

反
対
ス

ル

ノ

理
由
ナ
キ
ヤ

明
カ

ナ
リ
生

等
ハ

国
家
上
ヨ

リ
ス

ル

モ

地
方
上
ヨ

リ
ス

ル

モ

其
不
可
ナ
ル

理
由
ヲ

発
見
ス

ル

コ

ト

能
ハ

ズ

是
レ

該
法
律
案
ノ

議
会
通
過
ヲ

希
望
ス

ル

所
以
ナ
リ

神
奈
川
県
有
志
者

姓
名
は
裏

面
ニ

記
ス

（
裏
面
）

神
奈
川
県
有
志
総
代

高

座

郡

菊

地

小
兵
衛

川

井

考

策

高

橋

伊
三
郎

伊

東

祐

吉

榊

原

善

政

飯

田

弥

亮

山

宮

藤

吉

橘

樹

郡

飯

田

彰

重

鎌

倉

郡

松

本

良
太
郎

三

浦

郡

戸

井

嘉

作

前

田

善
太
郎

久

良

岐

郡

平

沼

九
兵
衛

横

浜

市

矢

野

祐

義

高

橋

留

吉

白

井

勝

悟

愛

甲

郡

石

川

淑

大

矢

武

平

梅

沢

董

一

高

部

源
兵
衛

（「
小
柳
家
資
料
」
立
教
大
学
蔵
）

（
注
）
飯
田
助
丸
氏
所
蔵
資
料
、

東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
資
料
に

同
様
の

も
の

が

あ
る
。

一

五
七

　
北
多
摩
郡
有
志
の

境
域
変
更
賛
成
請
願

境
域
変
更
之
義
ニ

付
請
願

神
奈
川
県
北
多
摩
郡
左
ノ

者
儀
奉
請
願
候
今
般
西
多
摩
郡
北
多
摩
郡
南
多
摩
郡

ノ

三
郡
ヲ

東
京
府
ヘ

合
セ

シ

ム

ル

法
律
案
ヲ

政
府
ヨ

リ
提
出
セ

ラ
レ

右
ハ

農
工

商
百
般
ノ

業
務
大
ニ

利
便
ヲ

得
且
衛
生
ニ

治
水
警
察
悉
東
京
府
ノ

所
轄
ニ

無
之

テ
ハ

甚
タ
不
都
合
ニ

有
之
依
テ
私
共
従
来
ノ

宿
願
ニ

御
座
候
間
該
案
速
ニ

御
院

ニ

於
テ
御
通
過
相
成
候
様
謹
テ
奉
請
願
候
以
上

明
治
廿
六
年
二

月
廿
五
日
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右
之
請
願
書
本
日
左
記
ノ

連
名
ヲ

以
テ
衆
議
院
ニ

呈
出
セ

リ

北
多
摩
郡
東
村
山
村

町
田

六
右
衛
門

外
廿
六
名

同
郡
田
無
村

下
田
太
郎
右
衛
門

外
廿
七
名

同
郡
久
留
米
村
南
町

藤

宮

兵

蔵

外
二

百
廿
名

同
郡
武
蔵
野
村安

藤

大

助

外
七
十
二

名

同
郡
神
代
村

富

津

松
之
助

外
七
十
名

（「
三
多
摩
郡
引
継
書
」（
明
治
二

六
年
）
東
京
都
公
文
書
館
蔵
）

一

五
八

　
東
京
市
市
会
議
員
有
志
の

区
域
変
更
推
進
運
動

に

関
す
る
往
復
文
書

区
域
変
更
運
動
ニ

係
ル

往
復
書

今
般
東
京
府
神
奈
川
県
境
域
変
更
法
律
案
帝
国
議
会
ヘ

提
出
相
成
候
ニ

付
而
ハ

吾
々

市
会
議
員
ハ

過
日
来
奔
走
尽
力
致
居
候
処
議
事
日

限
切
迫
之
今
日
ユ

ヘ

貴

会
諸
君
モ

一

層
御
助
勢
被
下
貴
区
内
ニ

寓
居
之
衆
議
院
諸
君
ハ

勿
論
他
区
寄
留

之
議
員
各
位
内
ニ

御
知
己
有
之
候
ハ

ヽ

是
又
併
テ
御
面
談
之
上
大
至
急
原
案
通

過
候
様
無
限
之
御
尽
力
相
願
度
且
賛
否
分
リ
次
第
市
会
議
場
ヘ

宛
御
急
報
被
下

度
此
段
得
貴
意
候
也

明
治
二

十
六
年
二

月
廿
二

日

今

村

清
之
助

今

井

兼

輔

中

嶋

又
五

郎

佐
久
間

貞

一

青

木

金

七

仁

杉

英

山

中

隣
之
助

芳

野

世

経
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橋

本

正

隆

緊
急
事
件
ニ

付
特
ニ

御
協
議
申
上
度
件
有
之
候
間
乍
御
苦
労
明
午
前
八
時
迄
ニ

府
庁
議
事
堂
ヘ

御
来
車
被
成
下
度
此
段
得
貴
意
候
也

今

井

兼

輔

青

木

金

七

須

藤

時
一

郎

殿

松

田

秀

雄

殿

芳

野

世

経

殿

佐
久
間

貞

一

殿

仁

杉

英

殿

山

中

隣
之
助

殿

今

村

清
之
助

殿

東
京
府
神
奈
川
県
境
域
変
更
法
律
案
衆
議
院
之
特
別
委
員
会
ハ

是
非
今
晩
中
決

定
可
相
成
筈
左
候
得
ハ

必
然
明
廿
六
日
歟
又
ハ

明
後
廿
七
日
之
本
議
ニ

可
相
上

ニ

付
テ
ハ

弥
時
機
切
迫
今
夕
ヲ

除
キ

明
一

日
限
リ
候
間
過
刻
不
取
敢
電
話
ヲ

以

テ
申
上
候
通
御
区
運
動
委
員
諸
君
ニ

ハ

尚
一

層
御
奮
励
総
出
ニ

テ
御
区
内
寄
寓

之
衆
議
院
議
員
ヲ

御
訪
問
之
上
是
非
目
的
貫
徹
候
様
御
尽
力
ノ

程
深
ク

希
望
候

旨
至
急
御
区
内
運
動
委
員
諸
君
ヘ

御
通
知
被
下
度
候
也

二

月
廿
五
日

　
今

井

兼

輔

青

木

金

七

区
長
殿

追
テ
已
ニ

賛
成
ノ

向
ニ

モ

尚
一

層
御
確
メ
ノ

上
其
姓
名
御
報
道
被
下
度
希
望
致

候
也

神
奈
川
県
境
域
変
更
事
件
ニ

付
テ
ハ

段
々

御
尽
力
相
成
候
処
本
日
楠
本
議
長
ニ

モ

出
庁
ニ

テ
院
内
ノ

模
様
等
詳
報
有
之
愈
々

明
日
之
議
事
ニ

上
リ
候
運
ビ
ニ

相

成
候
由
此
際
ノ

張
弛
ハ

大
勢
ノ

分
ル

ヽ

処
ニ

候
得
バ
一

層
ノ

御
協
力
御
尽
力
ヲ

要
ス

ル

儀
ニ

有
之
就
テ
ハ

種
々

御
協
議
申
上
度
候
間
万
障
御
差
操
明
二

十
七
日

午
前
第
八
時
迄
府
庁
議
事
堂
ヘ

御
来
車
被
成
下
度
此
段
特
ニ

得
貴
意
候
也

拝
啓
兼
而
御
尽
力
相
成
居
候
境
域
変
更
事
件
特
別
委
員
会
ニ

於
テ
明
廿
七
日
午

前
九
時
開
議
決
定
直
チ
ニ

議
場
ヘ

報
道
ノ

上
日
程
変
更
議
事
ニ

上
リ
候
手
続
ニ

相
成
居
候
由
ニ

付
テ
ハ

此
効
果
ヲ

得
ル

ト

得
サ
ル

ト
ハ

実
ニ

運
動
ノ

張
弛
ニ

由

ル

義
ニ

テ
此
際
ノ
一

弛
ハ

頗
ル

大
勢
ニ

影
響
ヲ

与
ヘ

候
間
申
迄
モ

無
之
事
ニ

ハ

候
ヘ

共
尚
ホ
一

層
御
尽
力
被
成
下
度
此
段
及
御
照
会
候
也

明
治
廿
六
年
二

月
廿
六
日
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芳

野

世

経

今

井

兼

輔

山

中

隣
之
助

青

木

金

七

佐
久
間

貞

一

仁

杉

英

今

村

清
之
助

稲

田

政

吉

謹
呈
今
般
神
奈
川
県
境
域
変
更
法
律
案
之
義
ニ

付
テ
ハ

段
々

之
御
尽
力
相
成
奉

拝
謝
候
明
日
ハ

委
員
会
ニ

於
テ
モ

決
定
相
成
候
事
ト
存
候
ヘ

ハ

院
内
運
動
上
ノ

義
ニ

付
御
意
見
等
相
伺
夫
々

手
配
モ

仕
度
為
メ
ニ

可
罷
出
筈
ニ

候
得
共
本
日
ハ

御
休
養
ノ

事
ト
存
候
間
御
遠
慮
申
上
候
甚
タ
恐
縮
ナ
ガ
ラ

明
廿
七
日
午
前
九
時

当
議
場
ヘ

拝
駕
ヲ

仰
度
此
段
得
貴
意
候
拝
具

二

月
廿
六
日

拝
啓
其
御
区
内
寓
居
之
衆
議
院
議
員
中
議
者
別
紙
○
印
ノ

通
リ
ニ

有
之
候
処
開

議
ノ

際
不
参
ニ

テ
ハ

其
詮
モ

無
之
ニ

付
明
日
ハ

専
ラ

承
議
者
ニ

対
シ

出
頭
之
義

御
迫
リ
相
成
度
又
不
参
者
有
之
候
ハ

ヽ

当
方
ヨ

リ
其
区
役
所
電
話
ヲ

以
テ
申
上

候
間
其
節
ハ

即
刻
其
寓
所
ニ

就
キ
引
出
シ

方
御
取
計
相
成
候
様
致
度
此
段
申
上

度
候
也

明
治
廿
六
年
二

月
廿
六
日

今

村

清
之
助

今

井

兼

輔

稲

田

政

吉

佐
久
間

貞

一

青

木

金

七

仁

杉

英

山

中

隣
之
助

芳

野

世

経

各

区

長

宛

各
区
会
議
長
宛

実
業
同
志
会

事

務

所

愛
宕
下
町
二

丁
目

五
番
地

松

田

源
五
郎

原

亮
三
郎

中

沢

彦

吉
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牛

場

卓

蔵

小

坂

善
之
助

由

雄

与
三
平

北

岡

文
兵
衛

今

井

清

志

仁

滝

清

雄

佐

藤

里

治

電

報

昨
夜
一

投
渡
木
払
ラ
ハ

レ

タ
リ
何
者
ノ

仕
業
ナ
ル

ヤ

不
明
今
水
仕
掛
ケ
中

二

月
廿
七
日
　
午
前
第
八
時
三
十
分
八
王
子
発

（
羽
村
八
王
子
間

ハ

電
話

）

西
多
摩
郡
西
多
摩
村
羽
村

東
京
府
第
二

課
出
張
所

技

手
　
二

木

貢

東
京
府
第
二

課
　
御
中

二

月
廿
七
日

　
午
前
第
七
時
四
谷
大
木
戸
ニ

於
ケ
ル

水

量

　
歩
板
下

　
壱
尺
五
寸
減

但
前
日

迄
ハ

平
水
量
ナ
リ
シ

ヲ
一

投
渡
木
取
払
ノ

為
メ
水
ノ

深
サ
一

尺
五
寸

ヲ

減
シ

タ
ル

ナ

リ

前
書
ノ

通
唯
今
市
参
事
会
ヘ

報
告
有
之
候
ニ

付
不
取
敢
供
御
参
考
候
也

明
治
廿
六
年
二

月
廿
七
日

東
京
市
会
議
員
有
志
者

拝
啓
御
清
康
奉
賀
候
陳
者
今
回
政
府
ヨ

リ
議
会
ヘ

提
出
相
成
候
東
京
府
神
奈
川

県
境
域
変
更
ニ

関
ス

ル

法
律
案
衆
議
院
可
決
之
上
ハ

直
チ
ニ

御
院
ヘ

回
送
可
相

成
筈
然
ル

ニ

本
日
一

日
ニ

迫
リ
居
候
得
共
是
非
御
院
可
決
議
了
相
成
候
様
仕
度

本
案
之
必
要
ナ
ル

今
更
喋
々

要
セ

サ
ル

儀
ニ

有
之
何
分
ニ

モ

御
尽
力
ニ

テ
好
結

果
ヲ

得
候
様
切
望
之
至
ニ

御
座
候
右
得
御
意
度
匆
々

敬
白

明
治
廿
六
年
二

月
廿
八
日

東
京
市
会
有
志
者
惣
代何

誰

何

誰

貴
族
院
議
員

何
誰
殿

拝
啓
御
清
康
奉
賀
候
陳
者
今
般
政
府
ヨ

リ

議
会
ニ

提
出
相
成
候
東
京
府
神
奈
川
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県
境
域
変
更
ニ

関
ス

ル

法
案
ハ

衆
議
院
ニ

於
テ
議
定
次
第
御
院
之
議
ニ

上
リ
候

筈
然
ル

ニ

会
期
頗
ル

切
迫
致
居
リ
候
間
是
非
共
本
日
ヲ

以
テ
御
院
ニ

於
テ
可
決

議
了
相
成
候
様
仕
度
該
案
ノ

府
下
人
民
ニ

対
シ

必
要
ナ
ル

ハ

勿
論
宮
内
省
御
用

ニ

モ

相
成
居
リ
殊
ニ

上
水
沿
岸
数
十
ケ
村
用
水
等
ノ

関
係
モ

有
之
是
等
ノ

事
ハ

今
更
喋
々

ヲ

要
セ

サ
ル

儀
ト

存
候
格
別
之
御
尽
力
ヲ

以
テ
速
ニ

決
了
好
結
果
ヲ

得
候
様
切
望
之
至
ニ

御
座
候
右
得
御
意
候
匆
々

頓
首

二

月
廿
八
日

此
分
ハ

華
族
殿
ヘ

差
出
候
ナ
リ

東
京
府
神
奈
川
県
境
域
変
更
法
律
案
ニ

対
ス

ル

参
考
書
調
製
候
ニ

付
一

本
供
電

覧
候
匆
々

拝
具

二

月
二

十
二

日

衆
議
院
議
員
添
書

（
二

百
九
十

九
通

）

（「
三
多
摩
郡
引
継
書
」（
明
治
二

六
年
）
東
京
都
公
文
書
館
蔵
）

一

五
九

　
多
摩
三
郡
と
東
京
府
の

関
係
に
つ

い

て

の

北
多
摩
郡
有
志
者
の

口

話

〔
北
多
摩
郡
有
志
者
口

話
〕

交

通

三
多
摩
郡
ノ

道
路
ハ

悉
ク

東
京
ヘ

通
シ

横
浜
ヘ

ノ

通
路
ハ

別
ニ

之
ナ
シ

水

利

多
摩
川
本
流
涸
渇
ニ

際
シ

テ
ハ

往
々

田
養
水
ニ

モ

困
難
ヲ

告
ク
ル

コ

ト
ア
リ
此

時
ニ

方
リ
三
多
摩
郡
ニ

シ

テ
東
京
府
ノ

管
轄
ニ

属
シ

居
ラ
ハ

直
チ
ニ

処
分
ヲ

行

ヒ

得
ヘ

キ
モ

神
奈
川
県
ノ

管
轄
ナ
ル

ト
キ
ハ

両
庁
ノ

間
ニ

往
復
照
会
ヲ

ナ
サ
ヽ

ル

ヘ

カ

ラ
ス

又
三
多
摩
郡
民
ニ

於
テ
多
摩
川
ニ

関
ス

ル

府
知
事
ヘ

ノ

出
願
等
ハ

尽
ク

神
奈
川
県
ヲ

経
由
セ

サ
ル

ヘ

カ

ラ
サ
ル

等
ノ

不
便
ア
リ

衛

生

上
水
ハ

東
京
府
民
ノ

飲
用
ニ

供
ス

ル

モ

ノ

ナ
ル

ヲ

以
テ
充
分
之
カ

取
締
ヲ

為
サ

ヽ

ル

ヘ

カ

ラ
ス

ト
雖
モ

三
多
摩
郡
ニ

シ

テ
神
奈
川
県
ノ

管
轄
ニ

属
ス

ル

以
上
ハ

府
知
事
随
時
ニ

令
達
ヲ

発
シ

テ
取
締
ヲ

為
ス

能
ハ

ス

警

察

三
多
摩
郡
ニ

変
事
ア
ル

場
合
ニ

際
シ

神
奈
川
県
官
ハ

鉄
道
ヲ

利
用
シ

東
京
ヲ

経

テ
三
多
摩
郡
ニ

赴
ク
故
警
戒
其
他
十
分
行
届
カ

サ
ル

ノ

不
便
ア
リ

商
工

業

米
麦
薪
炭
ヲ

除
ク
ノ

外
ハ

東
京
ト
ノ

取
引
頗
ル

多
シ

就
中
南
西
多
摩
ノ

織
物
若

ク
ハ

材
木
ノ

如
キ
ハ

尤
モ

東
京
ト
取
引
多
ク
要
之
商
工

業
ノ

大
部
分
ノ

取
引
ハ

東
京
ニ

ア
リ

右
ノ
理
由
ナ
ル

ヲ

以
テ
三
多
摩
郡
民
十
中
ノ
八
九
ハ

東
京
府
管
轄
ニ

属
セ

ン

コ
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ト
ヲ

望
メ
リ

但
前
記
理
由
ノ

外
尚
ホ

挙
ク
ヘ

キ

事
項
数
多
ア
リ
ト
雖
モ

一

々

〓
ニ

掲
ケ
ス

（「
三
多
摩
郡
引
継
書
」（
明
治
二

六
年
）
東
京
都
公
文
書
館
蔵
）

（
注
）
立
教
大
学
所
蔵
資
料
に

同
様
の

も
の

が
あ
る
。

一

六
〇

　
神
奈
川
県
県
会
議
員
の

境
域
変
更
反
対
理
由
書

東
京
府
神
奈
川
県
境
域
変
更
ニ

関
ス

ル

法
律
案
ニ

反
対
ス

ル

理
由
書

今
般
政
府
ヨ

リ
帝
国
議
会
ヘ

提
出
セ

ラ
レ

タ
ル

西
多
摩
南
多
摩
北
多
摩
三
郡
ヲ

分
割
シ

テ
東
京
府
管
下
ニ

属
セ

シ

ム

ル

法
律
案
ハ

事
甚
ダ
唐
突
ニ

出
テ
我
県
下

人
民
ノ

驚
愕
ス

ル

所
ナ
ル

コ

ト
ハ

勿
論
三
郡
人
民
ニ

在
リ
テ
ハ

特
ニ

一

大
驚
慌

ヲ

来
セ

リ
想
フ

ニ

此
案
ノ

如
キ

我
賢
明
ナ
ル

帝
国
議
会
諸
公
ノ

排
斥
セ

ラ
ル

ヽ

所
ナ
ル

コ

ト
ヲ

信
ス

ト
雖
ト
モ

我
県
人
民
ニ

於
テ
ハ

深
淵
ニ

臨
ミ

薄
氷
ヲ

踏
ム

ノ

感
ア
リ
故
ニ

謹
テ
理
由
ヲ

具
シ

高
明
ノ

省
察
ヲ

仰
ク
実
ニ

已
ム

ヲ

得
サ
ル

ナ

リ抑
三
郡
ノ

地
タ
ル

維
新
以
降
已
ニ

二

十
余
年
神
奈
川
県
ノ

管
轄
ニ

属
シ

タ
ル

ヲ

以
テ
全
県
其
人
情
風
俗
ヲ

同
フ

シ

特
ニ

我
県
唯
一

ノ

物
産
タ
ル

繭
生
糸
ノ

如
キ

南
多
摩
郡
八
王
子
町
ヲ

以
テ
中
心
市
場
ト
ナ
ス

ヲ

以
テ
県
下
多
数
人
民
ノ

輻
湊

ス

ル

所
ト
ナ
リ
其
関
係
ス

ル

所
実
ニ

軽
カ
ラ
ス

今
一

朝
之
レ

ヲ

分
割
シ

テ
東
京

府
ニ

属
セ

ン

カ

実
ニ

人
情
ニ

戻
ル

ノ

甚
シ

キ
ト

謂
ハ

サ
ル

ヲ

得
ス

且
ツ

多
摩
三

郡
ハ

実
ニ

神
奈
川
県
財
源
ノ

府
ナ
レ

ハ

若
シ

三
郡
ヲ

分
割
セ

ハ

神
奈
川
県
ハ

其

財
源
ヲ

失
ヒ

自
治
ノ

基
本
ヲ

欠
キ
而
シ

テ
三
郡
ハ

東
京
府
ニ

属
ス

ル

ヲ

以
テ
過

重
ノ

負
担
ヲ

受
ケ
サ
ル

可
ラ
ス

〔
別
表
参
看
〕
我
県
人
民
及
ヒ

三
郡
人
民
ノ

驚

愕
措
ク

所
ヲ

知
ラ
ス

之
レ

該
法
案
ニ

反
対
セ

サ
ル

ヲ

得
サ
ル

所
以
ナ
リ

本
法
案
ノ

主
張
ス

ル

所
ハ

東
京
市
水
道
ノ

為
メ
ニ

ス

ル

ニ

ア
リ
夫
レ

水
源
ヲ

涵

養
シ

若
ク
ハ

汚
濁
ノ

流
入
ヲ

防
止
ス

ル

カ

如
キ
敢
テ
之
ヲ

其
管
轄
ニ

属
セ

シ

メ

サ
ル

モ

其
途
ナ
キ
ニ

ア
ラ
ズ

然
ル

ニ

単
ニ

此
一

事
ヲ

以
テ
県
下
九
十
万
衆
ノ

幸

福
ヲ

犠
牲
ニ

セ

ン

ト
ス

ル

カ

如
キ
ハ

不
条
理
モ

亦
甚
シ

ト

謂
ハ

サ
ル

可
ラ
ス

之
ヲ

要
ス

ル

ニ

本
法
案
ハ

縦
令
幾
分
東
京
府
ニ

利
ス

ル

所
ア
ル

可
シ

ト
雖
ト
モ

其
神
奈
川
県
ニ

害
ス

ル

コ

ト
実
ニ

甚
シ

キ
モ

ノ

ト

謂
ハ

サ
ル

可
ラ
ス

故
ニ

願
ク
ハ

公
平
ノ

議
ヲ

以
テ
速
カ
ニ

該
法
案
ヲ

否
決
セ

ラ
レ

ン

コ

ト
県
民
等

希
望
ノ

至
リ
ニ

甚
ヘ

ス

敬
白

明
治
二

十
六
年
二

月
二

十
六
日

神
奈
川
県
会
議
員土

方

房
五
郎

小

林

儀
兵
衛

井

上

吉
之
助

武

藤

佐
太
郎

瀬

沼

伊
兵
衛

内

山

安
兵
衛

木

崎

雄

蔵

天

野

藤

三
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岡

部

芳
太
郎

小

島

貞

雄

小

泉

太
一

郎

飯

田

快

三

添

田

知

義

原

文
次
郎

鈴

木

林

蔵

河

田

周

蔵

穴

沢

与
十
郎

平

戸

清

八

森

市
左
衛
門

難

波

惣

平

永

野

茂

長
谷
川

彦

八

志

村

大

輔

金

子

小
左
衛
門

森

鑅
三
郎

佐

藤

政

吉

大

貫

弥

七

水

島

保
太
郎

曽
根
田

重
兵
衛

吉

田

清
太
郎

長
谷
川

豊

吉

今

井

徳
左
衛
門

小

沢

衡

平

鈴

木

稲
之
輔

黒

部

与

八

小

泉

穀
右
衛
門

脇

沢

金
次
郎

長
谷
川

亀

楽

長

崎

俊

信

渡

辺

庄
次
郎

大

谷

嘉
兵
衛

来

栖

壮
兵
衛

中
山
太
郎
左
衛
門

石

川

養

造

増

田

増

蔵

左
右
田

金

作

小

沢

勝

蔵

会

田

八
十
八

露

木

要
之
助

石
井
八
郎
右
衛
門

（
飯
田
助
丸
氏
蔵
）

（
注
）
別
表
欠
。

立
教
大
学
所
蔵
資
料
に

同
様
の

も
の

が
あ
る
。

一

六
一

　
多
摩
三
郡
町
村
長
の

境
域
変
更
反
対
陳
情
書

泣
血
百
拝
貴
衆
両
院
議
員
諸
君
ニ

哀
告
ス

今
回
政
府
ハ

神
奈
川
県
下
西
南
北
多
摩
三
郡
ヲ

分
割
シ

テ
東
京
府
ニ

属
セ

シ

ム

ル

ノ

法
案
ヲ

提
出
セ

リ
而
シ

テ
該
法
案
ノ

利
害
ニ

付
テ
ハ

両
地
人
民
ニ

於
テ
見

ル

所
ヲ

異
ニ

シ

各
其
便
否
ヲ

囂
々

シ

テ
止
マ

ザ
ル

コ

ト
諸
君
ノ

熟
知
ス

ル

所
ナ

ラ
ン

抑
モ

一

府
県
ノ

管
轄
区
域
ニ

付
テ
ハ

冥
々

ノ

間
ニ

至
要
ノ

関
係
ヲ

有
シ

利

害
便
否
ノ

分
容
易
ニ

判
定
シ

難
キ
モ

ノ

ア
リ
某
等
親
シ

ク
三
郡
ニ

住
居
シ

多
年

神
奈
川
県
下
ニ

立
チ
シ
ニ

拘
ラ
ズ
一

朝
風
土
人
情
ヲ

異
ニ

ス

ル

東
京
府
ニ

属
ス

ル

ニ

至
リ
テ
ハ

種
々

重
大
ナ
ル

困
難
ナ
キ
ヲ

得
ズ

熟
ラ
該
法
案
ヲ

閲
ス

レ

バ

其

主
要
ノ

理
由
ハ

東
京
市
水
道
ニ

関
ス

ト
抑
モ

水
道
ハ

東
京
市
全
体
ノ

飲
料
ニ

供

ス

ル

モ

ノ
ニ

テ
而
シ

テ
東
京
ハ

実
ニ

帝
国
ノ

首
都
宮
城
ノ

在
ル

所
之
ヲ

他
府
県

ト
同
一

視
ス

ベ

カ

ラ
ザ
ル

コ

ト
某
等
之
レ

ヲ

知
ラ
ザ
ル

ニ

ア

ラ
ズ

豈
ニ

自
己
軽

微
ノ

利
害
ニ

拘
泥
シ

以
テ
帝
都
ノ

休
戚
ヲ

顧
ミ

ザ
ル

モ

ノ

ナ
ラ
ン

ヤ

然
リ
ト

雖
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モ

今
日
ノ

事
実
ニ

言
フ

ニ

忍
ビ

ザ
ル

モ

ノ

ア
リ
夫
レ

該
法
案
ヤ

固
ヨ

リ
東
京
市

ニ

若
干
ノ

利
便
之
レ

ナ
キ
ニ

ア
ラ
ザ
ル

ベ

シ

然
レ

ト
モ

是
ガ

為
ニ

ハ

三
郡
人
民

ノ

利
害
ハ

毫
モ

之
レ

ヲ

顧
ミ
ズ
シ

テ
可
ナ
ル

乎
水
道
ニ

関
ス

ル

適
当
ノ

処
置
ハ

該
法
案
ヲ

措
テ
他
ニ

途
ナ
キ
モ

ノ

ナ
ル

乎
囂
々

泣
訴
ス

ル

郡
民
ノ

困
難
ヲ

顧
ミ

ズ
シ

テ
一

刀
両
断
ノ

処
置
ニ

出
ル

コ

ト

或
ハ

止
ム

ヲ

得
ザ
ル

モ

ノ

ア
ラ
ン

三
郡

人
民
ト
雖
モ

亦
涙
ヲ

呑
ン

デ
之
レ

ヲ

忍
バ

ザ
ル

可
カ

ラ
ザ
ル

事
ア
ラ
ン

雖
然
如

斯
ハ

周
密
ノ

調
査
ヲ

尽
ス

モ

他
ニ

適
当
ノ

途
ナ
キ
時
ニ

シ

テ
始
メ

テ
然
ル

モ

ノ

ナ
ラ
ザ
ル

ベ

カ
ラ
ズ

然
ル

ニ

今
ヤ

杜
撰
粗
漏
ノ

方
法
ヲ

専
決
シ

深
ク
三
郡
人
民

ノ

利
害
ヲ

考
査
セ

ズ

隠
密
ノ

間
ニ

計
画
シ

議
院
ノ

閉
期
切
迫
シ

テ
議
事
繁
劇
ナ

ル

ヲ

窺
ヒ

突
然
提
出
ス

ル

如
キ
ニ

至
リ
テ
ハ

陰
険
ニ

非
ラ
ズ
ン

バ

軽
躁
ノ

極
ト

云
ハ

ザ
ル

可
カ
ラ
ズ

鳴
呼
公
平
ナ
ル

議
員
諸
君
幸
ニ

好
在
ス

ル

コ

ト
ナ
ク
ン

バ

三
郡
ノ

人
民
ハ

急
遽
狼
狽
殆
ン

ト
為
ス

所
ヲ

知
ラ
ザ
ラ
ン

ト
ス

抑
モ

又
危
哉
某

等
今
日
マ

デ
各
町
村
長
ノ

職
ヲ

勤
メ

管
下
行
政
ノ

事
ニ

従
ヒ

シ
モ

郡
民
ガ

該
法

案
ニ

激
昂
ス

ル

ノ

甚
ダ
シ

キ
ヲ

目
撃
シ

若
シ

不
幸
ニ

シ

テ
該
法
案
ノ

通
過
ス

ル

コ

ト
ア
リ
テ
将
来
郡
下
ニ

起
ル

ベ

キ
悲
惨
紛
擾
ヲ

想
像
ス

ル

時
ハ

到
底
坐
シ

テ

行
政
ノ

務
ヲ

尽
ス

コ

ト
能
ハ

ズ

遂
ニ

各
自
其
職
ヲ

辞
退
シ

以
テ
府
下
ニ

集
リ
諸

君
ニ

泣
告
ス

ル

ノ

止
ム

ヲ

得
ザ
ル

ニ

至
レ

リ
公
明
ナ
ル

議
員
諸
君
何
卒
某
等
人

民
ノ

不
幸
ヲ

愍
察
シ

該
法
案
否
決
ノ

運
ニ

至
ラ
ン

コ

ト
ヲ

懇
願
ニ

堪
ヘ

ズ

神
奈
川
県
南
多
摩
郡

八

王

子

町

長
　
大

平

安

三

小

宮

村

長
　
立

川

周

蔵

加

住

村

長
　
青

木

鎮

卿

川

口

村

長
　
阪

本

登
名
蔵

元
八
王
子
村
助
役
　
青

木

松
兵
衛

浅

川

村

長
　
小

林

儀
兵
衛

横

山

村

長
　
林

藤

蔵

由

井

村

助

役
　
尾

川

太

吉

堺

村

長
　
青

木

芳

斎

忠

生

村

長
　
加

藤

茂

同
県
北
多
摩
郡

砧

村

長
　
飯

島

福
太
郎

三

ツ

木

村

長
　
比
留
間

邦
之
助

谷

保

村

長
　
佐

伯

幸
四
郎

同
県
西
多
摩
郡

成

木

村

長
　
木

崎

雄

三

小

曽

木

村

長
　
宿

谷

磯

吉

青

梅

町

長
　
滝

上

悦

蔵

増

戸

村

長
　
清

水

孫
一

郎

町

田

町

長
　
渋

谷

亀

蔵

南

村

長
　
松

村

育
太
郎

鶴

川

村

長
　
井

上

吉
之
助

柚

木

村

長
　
大

沢

信

重

多

摩

村

長
　
富

沢

政

賢

稲

城

村

長
　
原

田

所
左
衛
門

七

生

村

長
　
土

方

篠
三
郎

桑

田

村

長
　
斎

藤

文
太
郎

日

野

宿

長
　
中

島

伝
之
助

恩

方

村

長
　
井

橋

弁

重

立

川

村

長
　
井

上

善
次
郎

狛

江

村

長
　
小

川

清

平

五

日

市

町

長
　
馬

場

勘
左
衛
門

西

秋

留

村

長
　
瀬

沼

安
兵
衛

東

秋

留

村

長
　
久
保
島

源
十
郎

草

花

村

長
　
鹽

野

正

作
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